
 

独立行政法人国立美術館再雇用職員の就業に関する規則 

 

平成１８年３月３１日 
国立美術館規則第２５号  

［一部改正：令和８年１月２３日 国立美術館規則第３号］ 

 

（目的） 

第１条 この規則は、独立行政法人国立美術館職員就業規則（平成１８年国立美術館規則第１６

号。以下「就業規則」という。）第２１条の規定に基づき、定年により退職した職員の再雇用に

関する必要な事項を定めることを目的とする。 

（対象者及び有期雇用職員就業規則の適用） 

第２条 再雇用の対象となる職員は、再雇用する年度の前年度に定年退職した者とする。 

２ 就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する者は再雇用の対象としない。 

３ 再雇用された職員（以下「再雇用職員」という。）は、独立行政法人国立美術館有期雇用職員

就業規則（平成１８年国立美術館規則第３３号）第２条第１項第３号に規定する「その他理事

長が認めた者」とする。  

（再雇用の方法） 

第３条 再雇用は、１年を超えない範囲内の期間（３月３１日までの期間に限る。以下同じ。）を

定めて採用により行うものとする。 

２ 前項の採用は、働く意志、能力・経験及び健康の状況等について労使協定による基準に基づ

き行うものとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用に

ついては、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。 

 

平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日まで ６１歳 

平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで ６２歳 

平成３１年４月１日から令和４年３月３１日まで ６３歳 

令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで ６４歳 

  

（試用期間） 

第４条 再雇用職員には、試用期間を設けないものとする。 

（再雇用の更新及び終了） 

第５条 第３条第１項により定められた期間が満了した場合は、１年を超えない範囲内の期間を

定めて再雇用を更新することができる。 

２ 前項の更新は、次条に定める更新の限度まで引き続き行うことができる。ただし、第３条第

２項に基づく基準に該当しないこととなる場合には更新しない。 

（再雇用の更新限度） 

第６条 前条による更新の期間は、満６５歳に達する日以後における最初の３月３１日を超える

ことはできない。 

（休暇） 



 

第７条 定年退職に引続き再雇用職員となった者の年次有給休暇は、当該退職時における未使用

の日数とする。 

２ 第５条により再雇用が更新された場合の年次有給休暇は、当該更新された日の前日における

未使用の日数とする。 

（その他の勤務時間、休暇等） 

第８条 再雇用職員の勤務時間・休暇等に関する事項については、前条に定めるもののほか、独

立行政法人国立美術館職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規則（平成１８年国立美術館規

則第１８号）を準用する。 

（給与） 

第９条 再雇用職員の給与に関する事項については、本条に別段の定めがある場合を除き、独立

行政法人国立美術館職員給与規則（平成１８年国立美術館規則第１７号。以下「給与規則」と

いう。）を準用する。 

２ 再雇用職員の俸給月額並びに給与規則を準用する場合の俸給表及び職務の級の適用について

は、別表第１のとおりとする。 

３ 再雇用職員には、給与規則第４章諸手当に規定する、管理職手当、扶養手当、期末手当、勤

勉手当及び期末特別手当は、支給しない。 

４ ６月１日及び１２月１日にそれぞれ在職する再雇用職員には、再雇用者期末手当及び再雇用

者勤勉手当を夏季及び冬季に支給する。当該手当の支給日は、別表第２のとおりとする。 

（退職手当） 

第１０条 再雇用職員には、退職手当を支給しない。 

（懲戒） 

第１１条 再雇用職員について、定年退職となった日までの引き続く職員としての在職期間中の

行為が、就業規則第３８条の懲戒の事由に該当したときは、懲戒に処すことができる。 

（就業規則の準用） 

第１２条 再雇用職員には、この規則の定めるもののほか、就業規則（第８条、第９条、第１８

条、第１９条及び第５１条を除く。）を準用する。 

（職務内容等） 

第１３条 再雇用職員の職務内容、勤務場所その他必要な事項は、毎年、職員の配置状況及び業

務上の必要等を勘案して決定することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表第１（第９条関係） 

俸給表 級 俸給月額 

一般職俸給表 

１０ 

９ 

８ 

７ 

６ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

５４４，１００ 

４６２，４００ 

４０９，２００ 

３７４，８００ 

３３１，９００ 

３０５，７００ 

２９０，１００ 

２６９，５００ 

２２７，８００ 

２００，３００ 

研究職俸給表 

６ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

５４５，８００ 

４０３，４００ 

３４３，０００ 

２９９，２００ 

２７３，４００ 

２３０，２００ 

 

別表第２（第９条関係） 

手当の

種 類 

再雇用者期末手当 再雇用者勤勉手当 

夏季 冬季 夏季 冬季 

支給日 

６月３０日 １２月１０日 ６月３０日 １２月１０日 

ただし，支給定日が日曜日に当たるときは，支給定日の前々日に，支給定日が土曜日

に当たるときは，支給定日の前日に支給する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成１８年４月１日から平成２５年３月３１日までの間における再雇用の更新限度は、第６

条中「満６５歳」とあるのを次表の期間ごとに当該欄に掲げる上限年齢に読み替えて適用する

ものとする。 

期  間 

平成１８年４月１日 

～ 

平成１９年３月３１日 

平成１９年４月１日 

～ 

平成２２年３月３１日 

平成２２年４月１日 

～ 

平成２５年３月３１日 

上限年齢 満６２歳 満６３歳 満６４歳 

 

附 則（平成２１年６月１日 国立美術館規則第８号） 

この規則は、平成２１年６月１日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 



 

 

附 則（平成２１年１２月１日 国立美術館規則第２０号） 

この規則は、平成２１年１２月１日から施行する。 

 

附 則（平成２２年１２月３０日 国立美術館規則第１８号） 

この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。 

 

附 則（平成２４年３月３０日 国立美術館規則第３号） 

 この規則は、平成２４年３月３０日から施行し、平成２４年３月１日から適用する。 

 

附 則（平成２４年３月３０日 国立美術館規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （特例期間における給与の支給） 

２ 平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日までの間（以下「特例期間」という。）におい

ては、俸給月額から、俸給月額に当該職員に適用される独立行政法人国立美術館職員給与規則

別表第４の左欄に掲げる俸給表及び中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に定める割合（以下「支給減額率」という。）を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 

３ 特例期間においては、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、

当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 

 （１） 地域手当 当該職員の俸給月額の月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額

率を乗じて得た額 

 （２） 再雇用期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に１００分の９．７７を乗じて

得た額 

 （３） 再雇用勤勉手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に１００分の９．７７を乗じて

得た額 

４ 特例期間においては、勤務１時間当たりの給与額は、第２項及び第３項により算出した給与

額を基礎額とする。 

 
附 則（平成２５年３月２２日 国立美術館規則第３号） 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年３月３１日 国立美術館規則第７号） 

この規則は、平成２７年４月１日から適用する。 

 

附 則（平成２８年２月３日 国立美術館規則第１７号） 

 この規則は、平成２８年２月３日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平成２９年１月２７日 国立美術館規則第４号） 



 

この規則は、平成２９年１月２７日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

 

附 則（平成３０年１月３０日 国立美術館規則第８号） 

この規則は、平成３０年１月３０日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

 

附 則（平成３１年１月２９日 国立美術館規則第３４号） 

この規則は、平成３１年１月２９日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和６年１月３０日 国立美術館規則第２号） 
この規則は、令和６年１月３０日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 
附 則（令和７年１月２４日 国立美術館規則第２号） 

この規則は、令和７年１月２４日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
 

附 則（令和７年３月２８日 国立美術館規則第１１号） 
この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
 

附 則（令和８年１月２３日 国立美術館規則第３号） 
この規則は、令和８年１月２３日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
 


